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匿名組合契約書 
 
 ○○○○（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）は、以下のとおり匿

名組合契約を締結した。 
 
第１条（基本合意） 甲は、乙に対し、乙の判断により乙が行う製品「○○」の販売業（以

下「本営業」という。）に関し、本契約に定める条件に従って出資することを約し、乙は

甲に対し、本営業から生ずる利益、損失及び金銭を本契約に定める条件に従って分配す

ることを約する。 
第２条（出資金） 甲は、本営業のために乙に対して、出資金として金○○円を出資する

ことを約し、これを○年○月○日限り、乙の指定する下記口座に振込送金する方法によ

り支払う（振込手数料は甲の負担とする）。 
記 

   ○○銀行○○支店 普通預金口座○○○○○○○ 
   ○○○○(○○○○) 
第３条（業務及び財産状況報告） 乙は、毎年１回○月○日までに、本営業に係る財産の

管理の状況について報告書（貸借対照表及び損益計算書を含む。）を作成し、甲に交付し、

甲の承認を得なければならない。 
第４条（業務及び財産状況の検査） 甲は、いつでも乙の業務及び財産の状況を検査する

ことができる。 
第５条（善管注意義務） 乙は善良な管理者の注意義務をもって誠実かつ忠実に本営業を

遂行するものとする。乙は、これらの義務を遵守する限り、甲に対して何ら責任を負わ

ない。 
第６条（乙の報酬） 乙は、業務執行の対価として以下の報酬を得る。 
一 業務開始手数料として、本出資金の○パーセント（消費税別） 
二 本営業の対価として、毎決算期の利益の○パーセント（消費税別） 
第７条（甲に対する利益の分配） 乙は、毎決算期の利益の○パーセントを甲に分配しな

ければならない。 
第８条（契約期間） 本契約の契約期間は、本契約締結時から○年○月○日までとする。 
第９条（契約の解除及び終了） 乙は、やむを得ない事由が存在する場合には、本契約を

解除することができる。 
２ 乙が、破産手続開始決定を受けた場合は、本契約は当然に終了する。 
３ 乙は、本契約が終了した場合には、速やかに出資の価格を返還しなければならない。

ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。 
第１０条（反社会的勢力の排除） 
１ 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団
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員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係

企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準

ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと、および次の各号のい

ずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約

する。 
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目

的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること 
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有すること 
２ 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が

暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告を

せず、本契約を解除することができる。 
３ 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等（以下「関連契約」

という。）を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が

暴力団員等あるいは１項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、

関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう

求めることができる。 
４ 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、

関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約

を解除することができる。 
第１１条（協議） 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義につ

いては甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものと

する。 
第１２条（管轄合意） 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁

判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。 
 
 上記契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙各１通を保有する。 



（C）マイ法務 https://myhoumu.jp/  監修 みらい総合法律事務所 

※「マイ法務」提供の書式が完全な状態を保証するものではありません。 

自社の状況に応じ加筆修正し、自己責任でご利用ください。 

 
○年○月○日 

甲 
   住所 
 
            氏名                   ○印  
 
乙 
   住所 
 
            氏名                   ○印  

登録番号 TXXXXXXXXXXXXX
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【注意すべきポイント】 
注０ 適格請求書等の要件を備えるには、契約書や請求書等に取引年月日の記載が必要と

なります。契約書に取引年月日の記載がない場合には、請求書等で取引年月日その他、

適格請求書等の要件を備えるようお願いいたします。 
注１ 匿名組合とは、当事者の一方（匿名組合員）が、相手方（営業者）のために出資を

して、その営業により生ずる利益を分配すべきことを約する契約である（商法５３５

条）。 
注２ ・・・・・ 
注３ ・・・・・ 
注４ ・・・・・ 
注５ ・・・・・ 
注６ ・・・・・ 
注７ ・・・・・ 
注８ ・・・・・ 
注９ ・・・・・ 
注１０ ・・・・・ 
 
※注２以降の注意すべきポイントについてはマイ法務プレミアムで解説しています。 

https://myhoumu.jp/premium2/1week.html 


